
福岡都市計画地区計画の決定(福岡市決定)

都市計画拾六IOT・橋本地区地区計画を次のように決定する。

名 称 拾六町 ・橋本地区地区計画

{立 置 福岡市西区拾六IIIT-丁目及び嬬本一丁 目の各一部

面 積 約 10.5 ha 

区 地区割.ID!iの目標 当地区は、本市の都心部から南西約 9kmに位置し、都市計画道路

j或 ;!t尻舵浜線(福岡外1環状道路)に商し、福岡都市高速鉄道(地下鉄)

の 3号線締本駅予定地に近接した交通利便性の高いj也区である。

盤 今後も、都市計画道路福岡前原線(都市高速道路5号線)や福岡!

備 者I~市高速鉄道3号線柄本駅等の都市基盤施設の設備に伴い、尚業施

設、平1)便施設等の集積が見込まれるため、 その適正な立地誘導を図

開 るとともに、良好な市街地環境の形成を図ることを目棋とする噌

発

及 土地利用の方針 福岡都市高速鉄道3号線橋本駅予定地に近按し、 幹線道路に前す

び る等交通利便性の高い立地特性に伴う簡業施設、;PIJ便施設等の集積

{呆 において、 周辺の住環境と調和した適正な立地誘導を図る。

全
。〉 地区施設の 既存道路の活用を図りながら、 区幽道路を適切に配置する。

方 整備方針

針
建 築 物等の 幹線道路の沿道にふさわしい、 沿道サービス施政を中心とした尚業

整備の 方針 施設、利便施設等の適正な立地誘噂を図るため、建鍛物等の用途の

制限老定める。また、後背地の住環境との調和に配慮し、壁函の位

置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定める。

出山 地区施設 道路 名 利L 11膚 員 延 長 ~l~í 要

区 の配置

強J.J:. 及 び規模 区画 道路 6 m 約 650m 

備 区 画道路 5 111 約 110m 

画 建築物等に 建築物等の 都市計画道路井尻姪浜線(福岡舛環状道路)に接する敷

関する事項 用途の制限 地には戸建専用住宅は建築してはならない。

壁面の位置 計四図に示す位置にお付る水路側の敷地暁界線から建築

の 制限 物の外壁若しくはこれに代わる柱の面までの距陥の最低限度

は2mとする。

建築物等の 建築物又は工作物の各部分の高さは、当核部分から訂回

高 さ の 図に示す位置における水路側の敷地境界線までの水平距鮒'

ff'i.高 限度 に1.25を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下とする。

「地区計聞及び地区整備計四の区域、地区施設の配置、 52函の位置の制限の位置、並びに建

築物等の高さの最高限度に係る位置は計画図表示のとおりj

理由
当地区は、都市計画道路井尻姪浜線(福岡外環状道路)に聞して、 1HJ道サービス施設や公共

施設等の立地が相当程度進んでいることから、幹線道路沿道にふさわしい開発を計画i旬、適正に

誘導し、良好な市街地形成を図るため、本案のとおり決定するものである。
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